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知床世昇自然遺産科学委員会

釧路水産試験場 島 潭 雅

「多利用型統合的海域管理計画」策定に当たって

。管理計画における管理対象

・管理計画に含まれるべき要素

・管理体制

・調査研究とモニタリング

多利用型海域管理計画が管理対象とする海域のイメージ

O世 界遺産推薦地一IUCN技 術評価

知床(日 本)】DNo=1193(仮 訳)

多利用型統合的海域管理計画実行イメージ
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O管 理 計 画 の 構 成(2月2日 付IUCN書 簡に対する回答) ○ 管 理 計 画 の 構 成(2月2日 付:UCN書 簡に対する回答)
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○ 管 理 計 画 の 構 成(2月2日 付iUCN書 簡に対する回答)

(3)計 画 内容

O一 漁 誉閣.係規則至⊆辺自.ま一購 置を分かりやすく整理し

～本計画の基杢墨璽のLL2とする。

O～ 以下のような項 目について必要な規鯉 ～的に記述

することにより一適切かつ確実な保全管理搭置を明らかに
'す る

。,

①一 塑 グ ②持続的漁巣を存続させるための

丞産資源の盤麟 措置 ③海
「エーご薫 に関する利用の適正化法策 ④畳理嚇 壁

○管理計画の構成上の問題点

●漁業 聞係 規則 や 自主 管理措置 を本 計画の 基本事項の ひ

とつとす る、としているが 、これらば晦域 管理 計画とは 別

に、いつ変 更になるか分か らない。

●既存 の調査研究 やモニタリングにぱ、様 々な機闘が 別の

目的 ・予算 で実施 しているものが 多々あ り、これ らは実施

主体 の都 合でいつ変更 ・中止され るか分 からない。

●例 えば、基 本計 画(マ スタープラン1と 突行計画(ア クショ

ンプログラム)に 分けて作 成し、基本 計画の みを「海域管

理 計画」とし、上記 を含む ものを寅行 計画とする.な どの

エ夫も必要 でぱ ・

}

O管 理計画実行主体(責任)は どこにあるのか

・管理のための新たな組織を作るのか

・誰が管理するのか

。誰が管理 目標を設定するのか

・誰が具体的管理方策を作成するのか

。誰がどこと合意形成を図るのか

・誰がモニタリングするのか

。誰が点検辞価するのか

◎管理するための法的根拠はどうするのか

・管理計画案行主体(資任)はどこにあるのか

O調 査研究とモニタリングに.おける問題点

調査 研究 とモニタリングにおけるデー タのprielity

●知床世界自然遣産関運予算で実施されるものと、様セ

な機関が別の予算・目的で実施しているものがある。

●世界自然遣産の海域管理における点検・評価で、後者

のデータをどのように利用するか。

●世界自然遺産の海域管理を直接の目的としない調査研

究やモニタリングは、実施主体の都合で変更・中止され

ることもある。

●知床世界自然遣産関連予算で寅施される調査研究・モ

ニタリングで得た結呆のpr;orityrsre先を明確にしておく

必要有り。
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